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令和６年５月 22 日 

 

中播北部行政事務組合 
神崎郡ごみ処理施設事業者選定委員会 

 

 



 

 

 

中播北 部行 政事 務 組合（ 以下 「本 組 合」と いう 。） で は、（ 仮称 ）

神崎郡 ごみ 処理 施 設（以 下「 本施 設 」とい う。 ）の 整 備を行 う  

（仮称 ）神 崎郡 ご み処理 施設 建設 工 事（以 下「 本工 事 」とい う。 ）  

を発注 する に当 た り、事 業者 の豊 富 な経験 と高 度な 技 術力を 評価 する  

ことの でき る公 募 型プロ ポー ザル 方 式（以 下「 プロ ポ ーザル 」と いう 。 ）

を採用 しま した 。  

 また 、本 組合 で は本工 事の 発注 を 円滑に 実施 する た め、神 崎郡 ごみ

処理施 設事 業者 選 定委員 会（ 以下 「 選定委 員会 」と い う。） を設 置し 、

令和５ 年２ 月以 降 、計５ 回の 選定 委 員会を 開催 し、 発 注仕様 書等 につ

いて慎 重に 審議 を 重ねま した 。  

 プロ ポー ザル に ついて は、 令和 ５ 年 10月 12日に公 告 し、令 和６ 年５

月 16日に参 加資 格 事業者 から 提出 さ れた非 価格 要素 提 案書に 基づ くプ

レゼン テー ショ ン 及び技 術提 案関 係 図書に 対す るヒ ア リング を行 い、

同日開 催し た選 定 委員会 にお いて 、 優先交 渉権 者の 選 定を行 いま した 。  

 本講 評は 、選 定 委員会 にお ける こ れまで の審 議過 程 や審査 結果 につ

いて公 表す るも の です。  
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１  事 業の 概要  

 ⑴  事業 名称  

   （仮 称） 神 崎郡ご み処 理施 設 建設工 事  

 

 ⑵  事業 場所  

   兵庫 県神 崎 郡市川 町浅 野  地 内  

 

 ⑶  施設 概要  

  ア  処 理方 式  

    ス トー カ 方式（ 連続 運転 式 焼却炉 ）  

イ  施 設規 模  

   ( ア ) エ ネル ギー回 収施 設  

     44ｔ ／ 日（２ 系列 、 24時 間連続 稼働 ）  

   ( イ ) リ サイ クル施 設  

     12.1ｔ ／日（ １日 の稼 働 時間は ５時 間）  

      ○ 空 カン・ 空ビ ン：  2.0ｔ／ 日  

      ○ ペ ットボ トル ：  0.2ｔ／日  

      ○ 容 器包装 プラ ：  0.6ｔ／日  

      ○ 製 品プラ ：  0.2ｔ／ 日  

      ○ 破 砕処理 設備 ：  9.1t／日  

 

 ⑷  工期  

本組合 議会 の議 決 の日（ 本契 約締 結 日）か ら令 和 10年 ３月 31日

まで  

 

 ⑸  事業 方針  

   公設 公営 に より実 施す る。  

   なお 、本 施 設の維 持管 理は 長 期包括 運営 委託 を 予定し てお り、

竣工後 ３年 間の 維 持管理 は、 本工 事 の民間 事業 者と の 随意契 約を

予定し てい ます 。 それ以 降の 17年 間 につい ては 、新 た に長期 包括

運営委 託事 業者 を 選定す る予 定と し ていま すが 、当 該 民間事 業者

の参画 を妨 げる も のでは あり ませ ん 。  

 

 ⑹  契約 の形 態  

   本組 合は 、 施設設 計・ 施工 に 当たり 、民 間事 業 者との 間で

「（仮 称） 神崎 郡 ごみ処 理施 設建 設 工事請 負契 約」 （ 以下「 請負

契約」 とい う。 ） を締結 しま す。  
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 ⑺  工事 請負 事 業者の 業務 範囲  

  ア  請 負契 約 に基づ く、 施設 設 計・施 工  

  イ  土 木工 事 、建築 機械 設備 工 事、建 築電 気設 備 工事、 外構 工事

及びそ の他 本施 設 の整備 に必 要な 工 事  

  ウ  施 工に 伴 って発 生す る建 設 廃棄物 等の 処理 ・ 処分、 関係 官公

庁等と の諸 手続 関 連業務 、本 施設 の 試運転 及び 引渡 性 能試験 等  

  エ  本 工事 に 係る交 付金 の申 請 等に必 要な 書類 の 作成  

  オ  工 事期 間 中の周 辺住 民等 へ の対応 や住 民説 明 会（建 設期 間中

の現場 説明 会を 含 む。） など 各種 会 議等へ の出 席及 び 当該会 議

等に使 用す る資 料 の作成  

  カ  そ の他 、 本工事 の実 施に 関 連し、 必要 な事 項  
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２  優 先交 渉権 者 選定ま での 経緯  

 ⑴  委員 会の 設 置  

   本組 合で は 、プロ ポー ザル 説 明書、 優先 交渉 権 者選定 基準 書及

び発注 仕様 書等 の 審議を 行う ため 選 定委員 会を 設置 し ており 、選

定委員 会に おい て 優先交 渉権 者の 選 定を行 いま した 。  

   選定 委員 会 を構成 する 委員 は 、次の とお りで す 。  

 

表―１  選 定委 員 会の構 成  

氏  名  役職等  

 野邑  奉 弘  大阪市 立大 学  名 誉教授  

 西村  伸 也  大阪市 立大 学  名 誉教授  

 尾花  哲 也  市川町 副町 長  

 近藤  博 之  福崎町 副町 長  

 前田  義 人  神河町 副町 長  

 

 

 ⑵  事業 者の 募 集及び 選定 スケ ジ ュール  

   事業 者の 募 集及び 選定 スケ ジ ュール は次 のと お り実施 しま した 。  

 

１）募集公告及びプロポーザル説明書等の公表   令和５年10月12日（木） 

２）参加資格審査申請に関する質疑の受付期限   令和５年10月18日（水） 

３）参加資格審査申請に対する質疑への回答日   令和５年10月27日（金） 

４）参加資格審査申請書等の受付期限    令和５年11月２日（木） 

５）資格審査結果の通知日       令和５年11月13日（月） 

６）参加資格審査申請以外の質疑の受付期限   令和５年11月30日（木） 

７）参加資格審査申請以外の質疑への回答日   令和５年12月11日（月） 

８）技術提案関係図書の受付期限     令和６年３月19日（火） 

９）技術提案関係図書のヒアリングの実施   令和６年５月16日（木） 

10）非価格要素評価及び価格要素の評価    令和６年５月16日（木） 

11）優先交渉権者の選定      令和６年５月16日（木） 
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３  審 査の 手順 及 び方法  

 ⑴  参加 資格 審 査  

   令和 ５年 10月 12日に募 集公 告 及びプ ロポ ーザ ル 説明書 等の 公表

を行い 、３ 者か ら 参加資 格申 請書 の 提出が あり まし た 。  

参加資 格審 査は 、 本プロ ポー ザル の 事務を 担当 する 本 組合の 建

設課（ 以下 「事 務 局」と いう 。） で 実施し まし た。  

   参加 資格 審 査の結 果は 、次 の とおり です 。  

   なお 、参 加 資格を 確認 した 応 募者に 組合 が企 業 番号を 設定 し、

選定委 員会 で行 う 技術審 査等 は匿 名 で実施 しま した 。  

 

表―２ 参加資格審査結果 

企業番 号  参加資 格審 査の 結 果  
陸  合  格  
海  合  格  
空  合  格  

 

⑵  技 術審 査  

   技術 審査 で は、技 術提 案関 係 図書に 記載 され た 内容が 発注 仕様

書に規 定さ れた 要 求水準 を満 足し て いるか 審査 を行 い ました 。  

   併せ て、 提 出を受 けた 図書 に ついて 技術 的検 討 を実施 する 過程

で不明 確な 点、 改 善が必 要と 考え ら れる点 を各 参加 資 格事業 者に

照会、 確認 を行 い ました 。照 会、 確 認を行 った 主な 内 容は次 のと

おりで す。  

    ●設 備機 器 の仕様 及び 各メ ー カの燃 焼技 術に つ いて  

●運転 管理 自主 基 準値の 妥当 性に つ いて  

●エネ ルギ ー回 収 率の妥 当性 につ い て  

●地域 特性 を理 解 した還 元策 につ い て  

●施設 の車 両動 線 及び場 内の 安全 管 理の考 え方 につ い て  

 

審査の 結果 、企 業 番号「 陸」 及び 企 業番号 「海 」、 企 業番号

「空」 の３ 者全 て 、発注 仕様 書に 規 定され た要 求水 準 を満足 して

いるこ とを 確認 し ました 。  

   この ため 、 修正技 術提 案関 係 図書に つい ては 提 出を求 めず 、非

価格要 素審 査を 実 施する こと とし ま した。  

 

 ⑶  非価 格要 素 審査  

  ア  非価 格要 素提案 書審 査に お ける評 価項 目  

    非 価格 要 素提案 書に つい て 、表― ３に 示す 「 非価格 要素 提案

書審査 にお ける 評 価項目 及び 配点 」 に基づ き評 価を 行 いまし た。  
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表―３  非 価格 要 素提案 書審 査に お ける評 価項 目及 び 配点  

非価格要素の審査合計 120

80

価格要素の審査合計 80

総合計 200

50

評価の着眼点 配点

2 リサイクル施設について、類似施設※の元請

けとしての建設（新設）実績
応募企業のリサイクル施設の元請けとしての建設（新設）実績数を評価する。

3 場内の安全管理の考え方
安全管理について、作業動線や利便性を考慮した優れた提案がされているかを評価す

る。

6 熱回収率 熱回収率について、優れた技術及び根拠を基に提案がされているかを評価する。

4
施設の安定稼働について、優れた技術及び根拠を基に提案がされているかを評価す
る。

5 ごみ量・ごみ質の変動への対応方法
ごみ量・ごみ質の変動への対応方法について、優れた技術及び根拠を基に提案がされ
ているかを評価する。

応募企業のエネルギー回収施設の元請けとしての建設（新設）実績数を評価する。

自然災害・事故・トラブル等といった緊急時の対応方法について、優れた提案がされ

ているかを評価する。

災害廃棄物への対応方法について、優れた提案がされているかを評価する。

7 工期の遵守 工期を遵守するための優れた提案がされているかを評価する。

8 業務及び情報の引継ぎ方法
引き渡し時における業務及び情報の引継ぎ方法や運転指導について、優れた提案がさ

れているかを評価する。

エネルギー回収施設について、類似施設※の
元請けとしての建設（新設）実績

安定稼働を実現するための技術

25

2

152 避難所機能の活用方法
災害時における避難所機能（地元住民への施設の開放等）の活用方法について、優れ
た提案がされているかを評価する。

3 災害廃棄物への対応方法

地域経済への貢献
地域経済への貢献（雇用、発注等）方法について、優れた提案がされているかを評価
する。

3 情報公開の方法 情報公開の方法について、優れた提案がされているかを評価する。

4 啓発施設（設備）及び見学者への配慮
啓発施設（設備）及び見学者への配慮方法について、優れた提案がされているかを評
価する。

4
環境にやさしい施設
循環型のまちづくりに寄与できる施設

1 運転管理自主基準値
排ガス、騒音、振動、悪臭、粉じんの運転管理自主基準値について、優れた技術及び
根拠を基に、公害防止基準値を下回る値が提案されているかを評価する。

3 地域に開かれ親しまれる施設

1 地域特性を理解した還元策 地域還元策について、地域特性を理解した優れた提案がされているかを評価する。

運転管理に携わる職員の役職（必要な法定資格者）、人数、シフト等について、適切

な計画とされているかを評価する。

202 二酸化炭素排出量の削減
施設稼働中の二酸化炭素排出量について、優れた技術及び根拠を基に、削減策が図ら
れているかを評価する。

3 建設時における配慮
建設時における地元住民への説明方法や、地元住民や環境に配慮した工法等につい
て、優れた提案がされているかを評価する。

5 経済性・効率性

1 人員配置計画

2
災害に強く災害時においても地域に
貢献できる施設

1 緊急時の対応方法

評価項目

※「類似施設」の定義

　エネルギー回収施設：平成14年12月1日（廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める焼却炉の構造基準の改正）以降に竣工した１炉当たり20ｔ／日以上の規模を有する全連続式焼却施設（ストーカ式）
　リサイクル施設　　：平成20年4月1日（改正容器包装リサイクル法完全施行）以降に竣工した破砕及びプラスチック圧縮設備を含むリサイクル施設
※「実績」の定義

　参加資格審査申請書の提出日における、元請けとしての新設工事実績とする

価格要素の
審査

点数＝配点×定量化限度額/入札金額
※定量化限度額を下回る価格を提示した応募者の得点は80点とする

20年間の維持補修費について、根拠（対象設備、内容）と併せて評価する。

102 用役費 20年間の用役費について、根拠（単価、量）と併せて評価する。

3 維持補修費

非価格要素
の審査

1 安全・安心で安定的な処理ができる施設

1
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  イ 評価項目の採点基準 

 ( ア ) 絶 対評価 基 準  

絶対評 価で 評価 す る各評 価項 目は 、 表―４ に示 す「 絶 対評

価基準 」に 基づ い て評価 、点 数化 を 行いま した 。  

 

表―４  絶 対評 価 基準  

評価 評価内容 点数化の方法 

Ａ 秀：大きな効果が期待できる提案がされている。 配点×1.00 

Ｂ 良：一定の効果が期待できる提案がされている。 配点×0.50 

Ｃ 普通：一般的な提案に留まっている。 配点×(0.20～0) 

 

 ( イ ) 相 対評価 基 準  

     相対 評 価で評 価す る各 評 価項目 は、 以下 に 示す「 相対 評価

基準」 に基 づい て 評価、 点数 化を 行 いまし た。 なお 、 各項目

におい て計 算さ れ た点数 につ いて は 、小数 点第 ３位 を 四捨五

入して 、小 数点 第 ２位ま でを 非価 格 要素評 価点 とし て います 。  

 

    ・ 配点×（当該 応募 者の 値 ÷最も良 い応募 者 の値）  

    ・ 配点×（最も 良い 応募 者 の値÷当 該応募 者 の値）  

 

  ウ  非 価格 要 素審査 結果 及び 非 価格要 素評 価点 の 決定  

    非 価格 要 素審査 結果 及び 非 価格表 素評 価点 は 、表― ５「 非価

格要素 提案 書審 査 結果及 び非 価格 要 素評価 点」 に示 す とおり で

す。  
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表―５  非 価格 要 素提案 書審 査結 果 及び非 価格 要素 評 価点  

陸 海 空

技術点合計 120 60.52 41.28 70.83

11.45 14.03 13.75

4.57 5.61 9.17

26.50 11.64 33.16

7.50 5.50 3.50

10.50 4.50

3 維持補修費
20年間の維持補修費について、根拠（対象設

備、内容）と併せて評価する。

102 用役費
20年間の用役費について、根拠（単価、量）

と併せて評価する。
5 経済性・効率性

1 人員配置計画

運転管理に携わる職員の役職（必要な法定資格

者）、人数、シフト等について、適切な計画と

されているかを評価する。

202 二酸化炭素排出量の削減

施設稼働中の二酸化炭素排出量について、優れ

た技術及び根拠を基に、削減策が図られている
かを評価する。

3 建設時における配慮

建設時における地元住民への説明方法や、地元

住民や環境に配慮した工法等について、優れた

提案がされているかを評価する。

4

環境にやさしい
施設

循環型のまちづ

くりに寄与でき
る施設

1 運転管理自主基準値

排ガス、騒音、振動、悪臭、粉じんの運転管理
自主基準値について、優れた技術及び根拠を基

に、公害防止基準値を下回る値が提案されてい

るかを評価する。

4 啓発施設（設備）及び見学者への配慮
啓発施設（設備）及び見学者への配慮方法につ
いて、優れた提案がされているかを評価する。

11.25

3 情報公開の方法
情報公開の方法について、優れた提案がされて
いるかを評価する。

25

2 地域経済への貢献
地域経済への貢献（雇用、発注等）方法につい

て、優れた提案がされているかを評価する。

3
地域に開かれ親

しまれる施設

1 地域特性を理解した還元策
地域還元策について、地域特性を理解した優れ

た提案がされているかを評価する。

3 災害廃棄物への対応方法
災害廃棄物への対応方法について、優れた提案

がされているかを評価する。

2 避難所機能の活用方法

災害時における避難所機能（地元住民への施設

の開放等）の活用方法について、優れた提案が

されているかを評価する。

2

災害に強く災害

時においても地
域に貢献できる

施設

1 緊急時の対応方法
自然災害・事故・トラブル等といった緊急時の
対応方法について、優れた提案がされているか

を評価する。

15

8 業務及び情報の引継ぎ方法

引き渡し時における業務及び情報の引継ぎ方法

や運転指導について、優れた提案がされている
かを評価する。

6 熱回収率
熱回収率について、優れた技術及び根拠を基に
提案がされているかを評価する。

7 工期の遵守
工期を遵守するための優れた提案がされている

かを評価する。

5 ごみ量・ごみ質の変動への対応方法
ごみ量・ごみ質の変動への対応方法について、
優れた技術及び根拠を基に提案がされているか

を評価する。

4 安定稼働を実現するための技術
施設の安定稼働について、優れた技術及び根拠

を基に提案がされているかを評価する。

2 リサイクル施設について、類似施設※の元

請けとしての建設（新設）実績

応募企業のリサイクル施設の元請けとしての建
設（新設）実績数を評価する。

3 場内の安全管理の考え方
安全管理について、作業動線や利便性を考慮し

た優れた提案がされているかを評価する。

1

安全・安心で安

定的な処理がで

きる施設

1 エネルギー回収施設について、類似施設※

の元請けとしての建設（新設）実績

応募企業のエネルギー回収施設の元請けとして

の建設（新設）実績数を評価する。

50

評価項目 評価の着眼点 配点
評価結果
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 ⑷  価格 要素 審 査  

  ア  価 格要 素 評価点 の算 出方 法  

    価 格要 素 評価点 は、 定量 化 限度額 （予 算額 の 85％） を参 加資

格事業 者の 提案 価 格で除 し、 80点 を 乗じた 値と しま し た。  

なお、 計算 され た 点数に つい ては 、 小数点 第３ 位を 四 捨五入

して、 小数 点第 ２ 位まで を価 格要 素 評価点 とし てい ま す。  

 

価格要 素評 価点 ＝  定量化 限度 額※÷ 提案価 格  ×80点  

※定量 化限 度額 ： 予算額 の 85％  

 

  イ  価 格要 素 評価点 の決 定  

    価 格要 素 評価点 は、 表― ６ 「価格 要素 評価 点 」に示 すと おり

です。  

 

表―６  価 格要 素 評価点  

予算額 （税 込）  9,900,000千円  

定量化 限度 額（ 税 込）  8,415,000千円  

企業番 号  

陸  

提案価 格（ 税込 ） 9,548,000千円  

価格要 素評 価点  70.51点  

企業番 号  

海  

提案価 格（ 税込 ） 7,656,000千円  

価格要 素評 価点  80.00点  

企業番 号  

空  

提案価 格（ 税込 ） 9,570,000千円  

価格要 素評 価点  70.34点  

 

 ⑸  総合 評価 点 の決定  

   非価 格要 素 評価点 と価 格要 素 評価点 の合 計点 を 総合評 価点 とし

ました 。  

   総合 評価 点 は、表 ―７ 「総 合 評価点 」に 示す と おりで す。  

なお、 表― ８に は 、企業 番号 に対 応 する参 加資 格事 業 者の構 成

を示し てい ます 。  
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表―７  総 合評 価 点  

企業番 号  

陸  

非価格 要素 評価 点 （ 120点） 60.52点  

価格要 素評 価点   （ 80点） 70.51点  

総合評 価点     （ 200点） 131.03点  

企業番 号  

海  

非価格 要素 評価 点 （ 120点） 41.28点  

価格要 素評 価点   （ 80点） 80.00点  

総合評 価点     （ 200点） 121.28点  

企業番 号  

空  

非価格 要素 評価 点 （ 120点） 70.83点  

価格要 素評 価点   （ 80点） 70.34点  

総合評 価点     （ 200点） 141.17点  

 

 

表―８  企 業番 号 に対応 する 参加 資 格事業 者の 構成  

企業番号  
参加資格事業者の構成  

代表事業者  構成員  

陸 エクシオグループ株式会社  － 

海 虹技株式会社  阿比野建設株式会社  

空 エスエヌ環境テクノロジー  
株式会社  

株式会社ノバック  
進路工業株式会社  

 

⑹  優 先交 渉権 者 の選定  

   優先 交渉 権 者選定 基準 に基 づ き、総 合評 価点 の 最も高 い提 案を

行った 企業 番号 「 空」を 優先 交渉 権 者とし て選 定し ま す。  
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４  審 査講 評  

  本 工事 にお け る参加 資格 事業 者 は３者 であ り、 非 価格要 素提 案書

におい て本 組合 が 求める 次の ５つ の 視点  

 

⑴  安 全・ 安心 で 安定的 な処 理が で きる施 設  

⑵  災 害に 強く 災 害時に おい ても 地 域に貢 献で きる 施 設  

⑶  地 域に 開か れ 親しま れる 施設  

⑷  環 境に やさ し い施設  循 環型 の まちづ くり に寄 与 できる 施設  

⑸  経 済性 ・効 率 性  

 

のいず れの 項目 に おいて も、 豊富 な 経験に より 本組 合 が要求 する 水

準を真 摯に 考慮 し た提案 をい ただ き ました 。  

そして 、厳 正か つ 公正な 審査 の結 果 、企業 番号 「空 」 が優先 交渉

権者と 選定 され ま した。  
 

優先交 渉権 者と な った企 業番 号「 空 」にお いて は、 豊 富な実 績を

基に非 常に 高い 技 術力を もっ て、 困 難とさ れる 小規 模 施設に おけ る

性能や エネ ルギ ー 回収方 法も 併せ て 、本組 合が 求め る 水準の 施設 を

「限り ある 財源 で 、創意 と工 夫に よ り、効 率的 かつ 地 元に配 慮し た

キラリ と光 る提 案 」をい ただ きま し た。  

さらに 次の ４つ の 提案  

①   施設 の安 定的 な 稼働に 対す る提 案  

②   デジ タル 技術 を 活用し た展 示・ 啓 発設備 の提 案  

③   吸収 式冷 凍機 な ど二酸 化炭 素低 減 策の提 案  

④   経済 性を 考慮 し た効率 的な 維持 管 理方法 の提 案  

など積 極的 な提 案 等をい ただ いて お り、今 後は 、建 設 工事請 負契 約

に向け 、詳 細な 協 議を行 うこ とと な ります 。  

そして 、請 負契 約 の締結 後は 、令 和 10年４ 月の 供用 開 始を目 指し 、

本組合 と協 力し て 地域住 民と の信 頼 関係を 築き なが ら 、最善 の努 力

を尽く して いた だ くこと を望 みま す 。  

その中 で、 提案 内 容の更 なる 充実 を 図り、 今回 整備 す る本施 設が 、  

循環型 社会 の形 成 に寄与 し、 地域 の 拠点と して 大き な 役割を 担う こ  

とによ り、 今後 、 全国で 整備 され る 小規模 施設 の先 駆 的な事 例と な  

ること を期 待す る もので あり ます 。  

 最後 にな りま し たが、 選定 委員 会 より、 募集 公告 か ら技術 提案 関

係図書 の提 出ま で ５か月 とい う非 常 に短い 期間 にも 関 わらず 、多 大

な労力 をか け設 定 したス ケジ ュー ル を遵守 し、 貴重 な 技術提 案を い

ただい た各 参加 資 格事業 者に 対し 深 く感謝 申し 上げ ま す。  

以上  


